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各チーム代表者の役割について 

 
１	 各チームの代表者は、市川市サッカー協会の運営に協力し、開催要綱に従いチームを統制すること。 
 
２	 会場チーフに割り当てられているチームは、『会場チーフの役割について』に沿って責任を持って

行い、報告を怠らないこと。 
 
３	 グランド準備･後片付けについて 
	 	 ３−１ 準備 

[全会場] 
	 	 	 ・第一試合の両チームが、グラウンドの準備をする。 

[江戸川河川敷サッカー場] 
・大洲小学校プール裏のサッカー協会専用倉庫に、石灰・ラインカー・コーナーフラッグを 
取りに行くこと。 

	 	 ３−２ 後片付け 
[全会場] 

	 	 	 ・最終試合の両チームが、用具等の後かたづけをしてグラウンド整備（トンボがけ）をする。 
	 	 	 ・グラウンド周辺の清掃を指示し、常にゴミ等が無いようにする。 

[江戸川河川敷サッカー場] 
・大洲小学校プール裏のサッカー協会専用倉庫に、石灰・ラインカー・コーナーフラッグを 
	 片付けに行くこと。（※注意→大洲小学校体育倉庫には片付けないこと）  
・ゴールネットは外さないこと。（平日や土曜日は他のサッカー団体が使用するため） 

 
４	 チーム内で、追加登録や代表者変更・代表者連絡先変更などが発生した場合には、速やかに１種 
	 	 委員会事務局及び各リーグ委員長へ報告する事。 

追加登録に関しては、出場させたい試合の１０日前までに協会の口座に登録費を振り込み、 
追加登録申請書も同様に、出場させたい試合の１０日前までに各リーグ委員長へ提出すること。 

	 	 （リーグ戦・トーナメント戦共通） 
 

５	 インナーシャツについて 
	 	 ・同じユニフォームで半袖と長袖がある場合、個人でどちらを着用しても結構です。 
	 	 ・半袖ユニフォームを着用の場合、インナーの長袖シャツはユニフォームと同色の場合ならば個人

で着用して結構です。 
・防寒用タイツはチーム内で同色とする。 
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６	 けが人や病人等が発生の場合 
チーム代表者の責任において、救急車を要請する。 

 
７	 チーム移籍の条件 
	 	 ・１選手	 年１回 
	 	 ・各リーグ第五節の日程まで可（以降は移籍できません） 
 
８	 試合を棄権したチームについて 
	 	 対戦チームや試合日程のグラウンドを空けないことを考え、練習試合をすることを勧める。 
	 	 	 [練習試合に参加できる条件] 
	 	 	 ・市川市サッカー協会に登録したチームの選手（スポーツ傷害保険加入者） 
	 	 	 ・参加する選手は、所属チーム代表者の了承のもと、参加すること。 
 
９	 その他 
	 	 不明な点があれば、所属するリーグ委員長と連絡を取り合い指示を仰ぐ事。  
 
 
 
 

以上 


